
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協働 

技術 知識 

共感性 

組織 

技術 

倫理 

教養 創意 

チーム 

人間性 

介護福祉士養成校 

介護福祉士 

介護統括責任者 

介護統括責任者研修（200～250 時間） 

熟練者 

介護職員の養成研修体系とキャリアパス 

介護職員基礎研修修了者 

小規模多機能拠点等の管理者 

サービス管理研修（200～250 時間）（★） 

介護業務に従事しようとする多様な人材 

実務経験＋国家試験 

スーパーバイザー 

小規模チームのリーダー 

初任者等の指導係 

ファーストステップ研修（200 時間） 

（キャリア形成の共通基盤） 

熟練者養成（★） スーパーバイザー養成（★） 

再就業支援研修 

技能研修（※） 

★印の研修については、カリキュラムの一部が重複することが

想定される。 
※ 技能研修は、様々なレベルに対応した各種の知識・技能に関

する研修。より上位の研修を受講する際の要件としてポイン

ト評価等に位置づけられる場合がある。 

熟練志向 教育志向 組織志向 

再就業支援研修 

技能研修（※） 

再就業支援研修 

セカンドステップ研修 

ヘルパー2 級

等の現任者 

介護職員基礎研修（500 時間） 
減免 

8＜出典＞ 「介護サービス従事者の研修体系のあり方について（最終まとめ）」（平成１８年３月 全国社会福祉協議会）



家 庭 的 保 育 事 業 の 体 系

◎家庭的保育事業の定義【法６の２⑨】

家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であって、市町村が第二十四条第一項に
規定する児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者（市町村長が行う
研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であって、これらの乳
児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。）の居宅そ
の他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。

◎保育の実施【法２４①】

市町村は、・・・保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所におい
て保育しなければならない。ただし、保育に対する需要の増大、児童の数の減少
等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他
の適切な保護をしなければならない。

◎事業の開始等【法３４の１４①】

市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定
める事項を都道府県知事に届け出て、家庭的保育事業を行うことができる。

◎実施基準の遵守【法３４の１５】

家庭的保育事業を行う市町村は、その事業を実施するために必要なものとして
厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。

児 童 福 祉 法 （抜粋）

◎都道府県による指導監督【法３４の１６】
・ 都道府県知事は、前条の基準を維持するため、家庭的保育事業を行う市町
村に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し
て質問をさせ、若しくは家庭的保育事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書
類その他の物件を検査させることができる。

・ 都道府県知事は、家庭的保育事業を行う市町村に対して、・・・その事業の制
限又は停止を命ずることができる。（法令違反や乳幼児の処遇に不当な行為を
したとき）

◎情報提供【法３４の１７】

家庭的保育事業を行う市町村は、家庭的保育事業による保育を行うことを希望
する保護者の家庭的保育者の選択及び家庭的保育事業の適正な運営の確保に
資するため、・・・その区域内における家庭的保育者、家庭的保育事業の運営の
状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければなら
ない。

実施基準（イメージ）

◎家庭的保育者の要件

保育士又は保育士と同等の知識及び経験を有するものとして市町村長が認める者
であって、市町村長が行う研修を修了した者

◎実施場所等

・ 専用の部屋を有すること
・ 保育を行う居室は9.9㎡以上、３人を超える場合は１人超えるにつき3.3㎡を加算

◎市町村の体制整備

市町村は、保育所その他の関係機関と連携し、以下の業務を実施
（保育内容の支援、巡回指導・相談、代替保育 等）

ガイドライン（イメージ）

◎配置基準

・ 家庭的保育者１人で保育する場合は３人以下、
・ 補助者とともに２人以上で保育する場合は５人以下

◎保育内容 ： 保育所保育指針に準拠し、家庭的保育の特性に留意

◎家庭的保育事業の実施体制：家庭的保育者又は保育所等を経営する者に委託

◎情報提供：家庭的保育の氏名、資格、居宅、保育内容等を適切な方法で周知

◎市町村の体制整備：家庭的保育者を支援するため、助言・指導を行う体制整備、
連携保育所の確保、代替保育の体制整備

◎家庭的保育者：保育士資格を有さず研修によって家庭的保育者として認める際な
どにおいて適切な評価を行う。

◎研修： 保育士資格を有さない者が家庭的保育者となるための認定研修、就業
前に全ての家庭的保育者に課す基礎研修、フォローアップ研修、現任研修、指
導者養成のための指導者研修
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児童福祉施設最低基準と認可外保育施設指導監督基準



11

保育所における自己評価の背景

■ 保育所保育指針（平成20年３月告示・21年４月１日施行）
保育士等及び保育所の自己評価と自己評価公表の努力義務
保育内容等の説明責任の明確化 等

■ 社会福祉法及び児童福祉法における情報提供・評価

■ 保育所における質の向上のためのアクションプログラム（平成20年３月通知）における
自己評価の推進と評価の充実
（自己評価ガイドラインの作成とこれに基づく第三者評価の見直し等）

「保育所における自己評価ガイドライン」より

保育所における自己評価


